
 

 

 

 

答  申  書 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月１４日 

益田市特別職報酬等審議会 



１ 答申 

(1) 特別職の報酬等の額 

市長、副市長及び教育長の給料並びに議会議員の報酬については、

その額を引上げとし、下表のとおりとすることが適当である。 
 

職 
給料・報酬の月額 

改定後 現行 

市  長 ８２５，５００円 ７８６，５００円 

副 市 長 ６８６，５００円 ６５４，０００円 

教 育 長 ６０５，５００円 ５７７，０００円 

議  長 ４０８，０００円 ３８９，０００円 

副 議 長 ３４５，０００円 ３２９，０００円 

議  員 ３１８，５００円 ３０３，５００円 
 

(2) 政務活動費の額 

政務活動費については、年額１８０，０００円とすることが適当

である。 
 

(3) 改定時期 

特別職の報酬等の額及び政務活動費の改定時期は、令和８年４月

１日とすることが適当である。 

 

2 考え方と意見 

特別職の報酬等の答申に至る考え方と意見を次により付記する。 



特別職の報酬等の答申に至る考え方と意見 

 

1 はじめに 

本市における特別職の報酬額等の改定状況を振り返ると、平成２２年に５％の減

額が実施されて以降、平成２７年、令和３年の審議会においては、いずれも据え置

きとする判断がなされてきた。特に令和３年の審議会では、市の財政状況が好転し

ている状況があったことから報酬額等の引上げを検討する議論も行われたが、新型

コロナウイルス感染症の影響により市民や民間団体・企業が厳しい状況に置かれて

いる中で、市民の理解が得られないとの判断により据え置きに至った経緯がある。

政務活動費については、平成２７年の審議会で年額を 100,000 円から 120,000 円

とする引上げが決定されてから既に１０年が経過している状況にある。 

このような状況の中、令和７年６月２０日に、山本浩章市長から特別職の報酬等

の額及び政務活動費の適正額とその改定時期について諮問を受け、以降 4 回にわた

る審議会での慎重な議論を重ねてきた。近年の物価上昇や賃上げ情勢などの社会情

勢も背景として捉え、本審議会として今回の答申に至ったものである。市長におか

れては、以下に述べる審議会の意見を十分に尊重し、適切に対応されることを強く

求めるものである。 

 

2 改定に対する視点  

報酬額等の改定に当たっては、多角的な視点から検討を行った。具体的には、県

内他市との比較検討を行い、本市の報酬水準の妥当性を検証した。また、本市にお

ける過去の報酬額等の推移を詳細に分析し、社会情勢の変化との整合性を確認した。

さらに、市職員に対する人事院勧告の動向や民間企業の賃金改定状況も参考とした。

財政面では、市の財政状況が着実に好転していることを確認し、報酬改定の実施可

能性を検討した。加えて、近年の急激な物価上昇、エネルギー価格の高騰、人材確

保の困難さなど、社会情勢の変化が特別職の職務執行環境に与える影響についても

十分に考慮した。これらの多面的な検討を通じて、今回の改定案の妥当性を確認し

たものである。 

 

3 改定に対する考え方と意見 

(1) 報酬額等の引上げについて 

市長、副市長及び教育長並びに議員という特別職には、市政運営の重責を担い、

市民の負託に応える高度な職責が求められている。特に議員については、議員の

なり手不足が全国的な課題となっている中で、多様な人材が議会に参画できる環

境を整備し、議員のなり手を増やしていくことが必要不可欠である。 

今回５％の引上げを判断したが、その根拠については、平成２２年に実施され



た５％の減額措置を解消し、減額前の報酬水準に戻すという基本的な考え方に立

っている。また、一般職員の給料については、平成２２年以降の人事院勧告によ

り４.８％の上昇があったことを踏まえ、特別職についても同様の水準での改定が

適当であると判断した。これらの要素を総合的に勘案し、５％の引上げが妥当で

あるとの結論に至ったものである。 

平成２２年の報酬減額以降、市の財政状況は着実に好転しているものの、市内

の土木建築業をはじめとする産業界では依然として厳しい経営環境が続いてお

り、決して楽観視できない状況にある。こうした課題の解決には、歳入規模を拡

大していくという構造的な改革と、安定的な財源の確保が急務となっている。 

財源確保に向けては、市長をはじめとする特別職が先頭に立って、国や県の補

助金制度を最大限に活用し、ふるさと納税の充実による自主財源の拡大を図るな

ど、創意工夫を凝らした取組を積極的に展開し、その成果を市民福祉の向上や民

間企業の支援に有効活用していくことが強く求められている。 

市長の活動については、新聞報道等を通じて市民に伝わる機会があるが、副市

長や教育長の日常的な職務の様子については、市民に十分に伝わっていないのが

実情である。報酬の引上げに当たっては、これらの特別職が担っている重要な職

務内容や成果について、より積極的な情報発信と見える化を図ることが不可欠で

ある。 

本答申では報酬額等の引上げを提言するが、これは単なる待遇改善ではなく、

特別職に対してより一層の責任ある職務遂行と成果の創出を求めるものである。

市の持続的発展のために、特別職がこれまで以上に積極的かつ効率的な取組を展

開し、その過程と成果を市民に分かりやすく示していくことを強く期待するもの

である。 

 

(2) 政務活動費の引上げについて 

政務活動費は、地方自治法に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するた

めに支給される費用であり、議会機能の充実と議員活動の活性化を図る重要な制

度である。 

今回の引上げの判断に際しては、議員が十分な調査研究活動を行い、質の高い

議会活動を展開することが地域の発展に不可欠であるとの認識に立っている。し

かし、支給される政務活動費については、その趣旨に沿って適切かつ有効に活用

し、可能な限り使い切っていただくことを強く求めるものである。また、その使

途については、市民に対して分かりやすく説明責任を果たし、透明性を確保する

ことが不可欠である。 

政務活動費の充実により一人ひとりの議員に求められる役割と責任が高まる

ことを踏まえれば、議員定数のあり方についても検討が必要である。類似団体と

の比較において、本市の議員定数は相対的に多い傾向にあることに加え、推計人

口からは今後の人口減少が示されていることから、各議員がより重い職責を担い、

より専門性の高い調査研究と政策立案を進めていくことができる体制への見直

しが求められている。 



議員定数の適正化は、単なる経費削減ではなく、限られた人数でより効率的な

議会運営の実現を目指すものである。各議員が高い専門性を発揮し、大きな権限

と責任を持って活動することにより、議会全体としての政策形成能力の向上と実

現性が期待される。 

今回の政務活動費の引上げを契機として、議員におかれては調査研究活動の充

実を図るとともに、議会全体として活発な議論と建設的な政策提言を行い、市政

発展に向けたより積極的な取組を展開されることを期待するものである。 

 

(3) 特別職報酬等審議会の定期的な開催について 

特別職の報酬等は、社会情勢の変化や市の財政状況、他団体との均衡などを総

合的に勘案して適切な水準に設定されるべきものである。しかし、審議会の開催

が不定期である現状では、報酬額が社会経済情勢の変化に適切に対応できず、適

正な水準から乖離する可能性がある。 

また、特別職報酬等審議会は、単に報酬額を決定する場にとどまらず、市長を

はじめとする特別職の職務執行状況を客観的に把握及び評価をし、その職責に見

合った適正な処遇のあり方を検討する重要な機会でもある。このような評価機能

を継続的に発揮するためには、定期的な審議会の開催が不可欠である。 

社会情勢の変化が加速化している現代において、報酬等の適正性を維持し、特

別職に対する適切な評価と処遇の検討を行うため、少なくとも４年に 1 回は審議

会を開催することが適当であると考える。これにより、時代に即した適正な報酬

水準の維持と、特別職の職務に対する継続的な評価体制の確立を図られたい。 

 

４ おわりに 

本審議会では、慎重かつ多角的な検討を重ねた結果、今回の答申に至った。報酬

等の引上げは、特別職により高い職責の自覚と成果の創出を求めるものである。市

長をはじめとする特別職におかれては、市民の信頼と期待に応え、本市の持続的発

展と市民福祉の向上に向けて、これまで以上に積極的かつ効率的な取組を展開され

ることを強く期待する。また、その職務の過程と成果について、市民に対する説明

責任を十分に果たし、透明性の高い市政運営を実現されることを切に願うものであ

る。 

 

令和７年１０月１４日 

 

益田市特別職報酬等審議会      

会 長  末  成  弘  明     

 

益田市長 山 本 浩 章 様 



令和７年度益田市特別職報酬等審議会名簿 

(敬称略) 

№ 団  体  名 役 職 氏  名 備 考 

1 島根県益田建設業協会 会長 大畑  勉  

2 益田市連合自治会長会 会長 澤江 佑三 会長代理 

3 益田市社会福祉協議会 会長 末成 弘明 会長 

4 連合島根西部地域協議会益田・鹿足地区会議 議長 清寺 一輝  

5 島根県農業協同組合西いわみ地区本部 本部長 
田村 清己 第 1 回 

竹長  隆 
第 2 回～ 
第 4 回 

6 美濃商工会 指導職員 深山 明日香  

7 益田金融会 会長 細木 聖師  

8 益田市保育研究会 副会長 松尾  伸  

9 益田商工会議所 会頭 松永 和平  

10 公益社団法人益田法人会 代表理事 森本 恭史  

 

 

審議会開催記録 

 期  日 場 所 内         容 

第１回審議会 6 月 20 日(金) 第 2 会議室 諮問、会長及び会長代理選任、審議 

第 2 回審議会 7 月 22 日(火) 第 2 会議室 審議 

第 3 回審議会 8 月 21 日(木) 第 2 会議室 審議 

第４回審議会 10 月 2 日(木) 第 2 会議室 審議 

答  申 10 月 14 日(火) 第 2 会議室  

 


